
広
島
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
内

水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
平
成
十
九
年
六
月
一
日
認
可
し
た
。

　
　

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

一　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　

１　

名
称

　
　
　

本
郷
沼
田
川
漁
業
協
同
組
合

　

２　

住
所

　
　
　

三
原
市
本
郷
町
船
木
三
一
二
八
番
地
ノ
一

二　

免
許
番
号

　
　

内
水
共
第
三
十
四
号

三　

変
更
の
内
容

　

第
六
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
を
削
り
、
新
た
に
第
二
号
と
し
て
「
そ
の
他
組
合
の
指
定
す
る
場

所
」
を
加
え
る
と
と
も
に
、
第
六
号
を
第
一
号
と
し
て
そ
の
住
所
「
本
郷
町
船
木
」
を
「
三
原
市
本
郷
町

船
木
三
一
二
八
ノ
一
」
に
改
め
る
。

　

同
条
に
第
四
項
と
し
て
、
新
た
に
「
前
項
第
二
号
で
指
定
し
た
納
付
場
所
は
、
組
合
事
務
所
に
掲
示
し

て
周
知
を
図
る
。
新
し
く
納
付
場
所
を
指
定
し
た
時
も
同
様
と
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
則

　

こ
の
規
則
は
知
事
の
認
可
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


